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１  認知症施策推進基本計画の策定（令和６年 12 月）  

我が国では急速に高齢化が進展し、それに伴い認知症の人も増加しています。認知症は、もはや特別

なことではなく、誰もが関わる可能性のある身近な課題となっています。 

こうした状況を踏まえ、国は令和６年１月１日に認知症基本法を施行しました。この法律は、認知症の人

を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支えあいなが

ら共生する活力ある社会（共生社会）の実現を推進することを目的としています。また、法律の施行に伴

い、認知症施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、認知症施策推進基本計画を策定しました。 

これを受け、地方公共団体でも認知症施策推進計画を策定することになります。（努力義務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国の近年の動向について 

 

 

認知症施策推進大綱の流れを汲み、新オレンジプランには無かった「バリアフリー化の推進」や

「社会参加の機会の確保」が基本的施策として盛り込まれており、認知症の人が尊厳と希望を持

って、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きるということを大切にしています。 

 

 

【目標１】 国民一人一人が「新しい認知症観」を 

理解していること  

【目標２】 認知症の人の生活においてその意思 

等が尊重されていること  

【目標３】 認知症の人・家族等が他の人々と支え 

合いながら地域で安心して暮らすこと 

ができること  

【目標４】 国民が認知症に関する新たな知見や 

技術を活用できること 

重点目標（第１期） 
 

施策は、認知症の人の声を起点とし、認知症の

人の視点に立って、認知症の人や家族等と共に

推進する。 

【12項目】 

①国民の理解､②バリアフリー､③社会参加､ 

④意思決定支援・権利擁護､⑤保健医療･福祉､

⑥相談体制､⑦研究､⑧予防､⑨調査､ 

⑩多様な主体の連携､⑪地方公共団体への支

援､⑫国際協力 

基本的施策 

「新しい認知症観」とは、認知症になってからも個人としてできること・やりたいことがあり、住み

慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って暮らし続けることができるという考え方で

す。 
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２  「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会  
とりまとめ（令和７年７月）  

国は、高齢化の進展（85 歳以上人口の増加）と生産年齢人口の減少に対応し、どのように高齢者を支

えていくかが課題との認識のもと、2040 年を見据え、サービスの提供体制や施策等について、整理が

行われました。 

 

◆地域における「連携」を通じたサービス提供体制の確保と地域共生社会 

2040 年に向けて、高齢化・人口減少のスピードが地域によって異なる中、各地域の実情を踏まえつ

つ、介護、障害福祉、こどもの福祉分野についてサービス需要の状況に応じた福祉サービス提供体制の

構築が必要です。そのような中、分野を超えて関係者の連携を図り、地域共生社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ（令和７年５月）  

人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化や令和２年の社会福祉法改正の検討規定等を踏まえ、

2040年に向けて地域共生社会の深化を図るための提言がまとめられました。2040年に向けて、全ての

市町村で、福祉分野を超えた連携や地域との協働が進み、包括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会

の実現が図られることを目指して、対応の方向性がまとめられ、今後、社会保障審議会福祉部会などの関係

審議会等で必要な対応が検討されます。 

 

 

 

「地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制」では、地域のサービス需要の変化に応じた検討 

地域の類型 地域の状況 検討の方向性 

① 中山間・人口減少地域 既にサービス需要減の地域あり 
需要減に応じた計画的なサービス

基盤確保 

② 都市部 
サービス需要急増 

（2040以降も増加） 

需要急増に備えた新たな形態のサ

ービス 

③一般市等（①②以外の地域） 
当面サービス需要増 

→減少に転じる 

現行の提供体制を前提に需要増減

に応じたサービス基盤確保 

 

○人口減少、85歳以上の医療・介護ニーズを抱え

る人や認知症高齢者、独居高齢者等の増加 

○サービス需要の地域差。自立支援のもと、地域

の実情に応じた効果的・効率的なサービス提供 

○介護人材はじめ福祉人材が安心して働き続け、

利用者等とともに地域で活躍できる地域共生

社会を構築 

2040年に向けた課題 

①「地域包括ケアシステム」を 2040 年に向け

深化 

②地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制

確保 

③介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、

経営支援 

④地域の共通課題と地方創生 

基本的な考え方 

１．地域共生社会の更なる展開          ２．身寄りのない高齢者等への対応 

３．成年後見制度の見直しへの対応       ４．社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の在り方 

５．社会福祉における災害への対応 

検討事項 
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４  社会保障審議会介護保険部会における検討事項  

社会保障審議会介護保険部会において次期介護保険制度の改正に向けた以下の議論が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１期 平成１２年４月介護保険法施行 

第２期  

第３期 平成１７年改正（平成１８年４月等施行） 

○介護予防の重視（要支援者への給付を介護予防給付に。地域包括支援センターを創設、介護予防ケアマネジ

メントは地域包括支援センターが実施。介護予防事業、包括的支援事業などの地域支援事業の実施）。 

○小規模多機能型居宅介護等の地域密着サービスの創設、介護サービス情報の公表、負担能力をきめ細かく反

映した第１号保険料の設定など。 

第４期 平成２０年改正（平成２１年５月施行） 

○介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制整備。休止・廃止の事前届出制。休止・廃止時のサービス

確保の義務化等。 

第５期 平成２３年改正（平成２４年４月等施行） 

○地域包括ケアの推進。２４時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスの創設。 

介護予防・日常生活支援総合事業の創設。介護療養病床の廃止期限の猶予（公布日）。 

○医療的ケアの制度化。介護職員によるたんの吸引等。有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用

者保護。 

第６期 平成２６年改正（平成２７年４月等施行） 

○地域医療介護総合確保基金の創設。 

○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実（在宅医療・介護連携、認知症施策の推進等）。 

○全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化。 

○低所得の第一号被保険者の保険料の軽減割合を拡大、一定以上の所得のある利用者の自己負担引上げ（平成

２７年８月）等。 

○特別養護老人ホームの入所者を中重度者に重点化。 

第７期 平成２９年改正（平成３０年４月等施行） 

○全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化。 

○「日常的な医学管理」、「看取り・ターミナル」等の機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた、介護医

療院の創設。 

○特に所得の高い層の利用者負担割合の見直し（２割→３割）、介護納付金への総報酬割の導入など。 

第８期 令和２年改正（令和３年４月施行） 

○地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援。 

○医療・介護のデータ基盤の整備の推進。 

第９期 令和５年改正（令和６年４月等施行） 

○医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を一体的に実施する

こととし、介護保険者が行う当該事業を地域支援事業として位置付け。 

○介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータベースを整備など。 

  

（1）地域包括ケアシステムの推進（多様なニーズに対応した介護の提供・整備、医療と介護の連携、経

営基盤の強化） 

（2）認知症施策の推進・地域共生社会の実現（相談支援、住まい支援） 

（3）介護予防・健康づくりの推進 

（4）保険者機能の強化（地域づくり・マネジメント機能の強化） 

（5）持続可能な制度の構築、介護人材確保・職場環境改善 

（介護現場におけるテクノロジー活用と生産性向上）   （令和 6年 12月 23日 社会保障審議会介護保険部会） 

 

社会保障審議会介護保険部会における今後の検討事項（2025年冬頃とりまとめ予定） 

介護保険制度の主な改正の経緯 
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第１０期介護保険事業計画の作成に向けたスケジュール 
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１  基本的な考え方                                  

東近江市では「地域包括ケアシステムの推進により、誰もが生きがいを持ち、共に支え合いながら、安

心して暮らし続けることができるまちをつくる」ことを基本目標とし、本市の地域包括ケアシステムを一

層、深化・推進しつつ、これまでの取組を引き継ぎ、高齢者があらゆる世代の市民と共に安心して暮らせ

る地域共生社会を目指して具体的な６つの基本方針を設定し、取組を進めてきました。 

第１０期東近江市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第１０期計画）は、現行計画における本市の

状況や国の動向を踏まえながら、中長期的な視点に立って策定するものです。 

２  計画の位置づけ及び性格                                  

●第 10期計画は、以下を一体的にまとめた計画です。 

⚫ 介護保険法第 117条に基づく「市町村介護保険事業計画」 

⚫ 老人福祉法第 20条の８に基づく「市町村老人福祉計画」 

⚫ 共生社会の実現を推進するための認知症基本法に基づく「認知症施策推進計画」 

 

●市の最上位計画である「東近江市総合計画」や、福祉分野の上位計画である「東近江市地域福祉基本

計画」、高齢者福祉分野に関連する他の計画、滋賀県の関連計画との整合を図りながら策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  計画の期間                                     

●計画期間は、令和９年度を初年度とし、令和 11年度までの３年間です。 

●第１０期計画は、「団塊ジュニア世代」が65歳以上になる2040年を見据え、中長期的な視野に立っ

た施策を盛り込んだ計画となります。 

Ｒ６ 
(２０２４年) 

Ｒ７ 
(2025年) 

Ｒ８ 
(２０２６年) 

Ｒ９ 
(２０２７年) 

Ｒ１０ 
(20２８年) 

Ｒ１１ 
(20２９年) 

Ｒ12 
(２０30年) 

Ｒ13 
(2031年) 

Ｒ14 
(2032年) 

… 
Ｒ22 

(2040年) 

           

 

第 10 期東近江市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について 

東 近 江 市 総 合 計 画 

東 近 江 市 地 域 福 祉 計 画 

【滋賀県】 

■レイカディア滋

賀  高齢者福祉

プラン 

■保健医療計画 

■その他関連計画 
そ

の

他

福

祉

関

連

計

画 
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み
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次
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第９期計画 第 10期計画(本計画) 第１1期計画 

団塊ジュニア世代が 

65歳に到達 

団塊世代が 

75歳に 

そ

の

他

関

連

計

画 

（
防
災
、
教
育
、
ま
ち
づ
く
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等
） 


